
工事請負契約書第25条第5項（単品スライド条項）の

運用の拡充について

　本県では、特に資材価格の変動の激しい「鋼材類」及び「燃料油」を対象品目として、工事請負契約書第25条第5項（単品スライド条項）の運用を定めて７月１日から適用しているところですが、今般、「燃料油」や「鋼材類」以外の「アスファルト合材」や「生コンクリート」等についても価格の上昇により請負代金額への影響が生じるおそれがあることから、当分の間、下記のとおり単品スライド条項の運用を拡充することとしましたのでお知らせします。

記

原油価格の高騰等の特別な要因により、鋼材類及び燃料油以外のアスファルト合材及び生コンクリート等の価格の著しい上昇が認められる場合には、上記運用に基づき鋼材類について単品スライド条項を適用する場合の取扱いに準じて、当該工事材料について単品スライド条項を適用できるものとする。

この場合においては、当該工事材料の価格上昇の要因について十分に把握するものとし、その要因が明らかなものについて、各品目ごとに算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の１に相当する金額を超えることを確認するものとする。

１　拡充品目

・「アスファルト合材」

合材プラント工場で製造されたアスファルト合材

・「生コンクリート」

生コン工場で製造されたレディーミクストコンクリート

※上記以外の工事材料についても単品スライド条項の対象となるが、請求があった場合は個別に技術企画室と協議を行い、価格上昇の要因などを確認したうえで品目を定めて運用する。

２　運用方法

運用の拡充により対象となった工事材料のスライド額の算定方法等は、上記運用における「鋼材類」の場合の取扱いに準拠して運用する。

３　施行日

平成20年10月９日

※「鋼材類」、「燃料油」以外の品目は、工期の末日がこの通知の施行日以降で、当該請求の際に残工期が２月未満の工事であっても、工期満了前であれば平成20年11月30日までの間は請求を行うことができるものとする。
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